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項番３ 平成２１年（健）第４２４号 

 

 平成２２年５月３１日裁決 

 

主文 

 本件再審査請求を棄却する。 

 

理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

 再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、健康

保険法（以下「法」という。）による傷病手当金（以下、単に「傷病手当

金」という。）の支給を求めるということである。 

第２ 再審査請求の経過 

１ 請求人は、a 病院に勤務する○○であるところ、同病院に係る健康保

険の被保険者資格（以下、単に「被保険者資格」という。）を平成○年

○月○日に取得し、平成○年○月○日にそれを喪失した。 

２ 請求人は、てんかん発作疑い、脳腫瘍（以下、併せて「既決傷病」と

いう。）の療養のため、平成○年○月○日から同○年○月○日までの期

間（ただし、平成○年○月○日は、事業主から受けた報酬の額が傷病手

当金の額以上であるとして不支給。以下、同日を除いた上記期間を「既

決期間Ａ」という。）、労務に服することができなかったとして、全国

健康保険協会（以下「保険者」という。）から、傷病手当金の支給を受

けた。 

３ 請求人は、平成○年○月○日から同年○月○日までの期間（以下「既

決期間Ｂ」という。）及び同年○月○日から同年○月○日までの期間（以

下「既決期間Ｃ」という。）、脳腫瘍疑い（以下、この「脳腫瘍疑い」
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と既決傷病のうちの「脳腫瘍」を併せて「既決傷病Ａ」という。）の療

養のため、労務に服することができなかったとして、保険者から傷病手

当金の支給を受けた。なお、既決期間Ｂ及び同Ｃの請求傷病としては、

上記の外に、片頭痛、身体表現性障害、頚椎椎間板ヘルニア（以下、併

せて「本件請求傷病」という。）があったが、既決期間Ｂについては、

「被保険者資格を喪失した際、傷病手当金の支給を受けていないため。」

として、不支給処分がなされた。 

４ 請求人は、本件請求傷病の療養のため、平成○年○月○日から同年○

月○日までの期間（以下「当該請求期間」という。）、労務に服するこ

とができなかったとして、平成○年○月○日（受付）、保険者の○○支

部長（以下、単に「支部長」という。）に対し、傷病手当金の支給を申

請した。 

５ 支部長は、平成○年○月○日付で、請求人に対し、「被保険者資格を

喪失した際、傷病手当金の支給をうけていないため。」との理由で、傷

病手当金を支給しない旨の処分（以下「原処分」という。）をした。 

６ 請求人は、原処分を不服として、○○社会保険事務局社会保険審査官

（以下「審査官」という。）に対する審査請求を経て、当審査会に対し、

再審査請求をした。 

 その不服の内容は、再審査請求書の「再審査請求書の趣旨及び理由」

の欄に記載され、それに追記されたものを、そのまま掲記すると、次の

とおりである。 

 ｢略｣ 

第３ 問題点 

１ 傷病手当金の支給については、法第９９条第１項は、「被保険者

（・・・）が療養のため労務に服することができないときは、その労務

に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労
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務に服することができない期間、（・・・）支給する。」と規定し、ま

た、その継続給付については、法第１０４条において、「被保険者の資

格を喪失した日（・・・）の前日までに引き続き１年以上被保険者

（・・・）であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の

支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずだっ

た期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」

と規定されている（以下、上記「被保険者の資格を喪失した日（・・・）

の前日までに引き続き１年以上被保険者（・・・）であった者」という

要件を、「１年要件」といい、「その資格を喪失した際に傷病手当金の

支給を受けているもの」との要件を「喪失時受給要件」といい、「被保

険者として受けることができるはずだった期間」という要件を「継続労

務不能要件」という。 

２ 本件の場合、請求人が１年要件を満たしていることは、前記第２の１

から明らかであるところ、保険者は、既決傷病Ａと本件請求傷病が異な

るので喪失時受給要件を満たさず、一方、請求人は、前記第２の６にあ

るように、被保険者資格喪失時に片頭痛や身体表現性障害といった精神

疾患であったので喪失時受給要件を満たしている旨申し立てているから、

本件でまず検討すべきは、請求人の上記申立てを前記１の法規定及び本

件における具体的事実関係に照らして認めることができるかどうかであ

る。そうして、これが肯定的に解される場合に、次に請求人が継続労務

不能要件を満たしているかどうかである。 

第４ 審査資料 

  「(略)」 

第５ 事実の認定及び判断 

１ 「略」 

 ２ 前記認定された事実に基づき、本件の問題点を検討し、判断する。 
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  (1) 前記１の(1)ないし(5)で事実認定したところからすると、請求人は

既決期間Ａにおいて既決傷病Ａないし心疾患を疑わせる症状を訴えて

いるものの、その存在は否定され、既決期間Ａにおいて、本件請求傷

病のうちの身体表現性障害によって労務不能であった可能性が高いと

言わざるを得ない。 

  (2) 継続給付による傷病手当金の支給要件充足の有無を検討するに当た

って、被保険者資格喪失の際それによって労務不能であると保険者が

認めた傷病手当金の対象傷病が事後的に誤っていたことが判明した場

合は、喪失時受給要件充足の有無は、当該誤ったことが判明した対象

傷病によって判断するのではなく、傷病手当金の継続給付を支給請求

した者が実際にその傷病で労務不能となったもので判断すべきである

ことは、傷病手当金制度の趣旨・目的からして当然であると言える。 

  (3) そうすると、請求人は、当該請求期間につき、喪失時受給要件を満

たしているとみることができるが、しかし、請求人が継続労務不能要

件を満たしているかどうかについては、極めて疑問が残ると言わざる

を得ない。すなわち、当該請求期間につき傷病手当金が支給されるた

めには、身体表現性障害の療養のため、既決期間Ｂ及び同Ｃを通じて

一貫して労務不能であり、かつ、当該請求期間を通じて労務不能であ

ることが必要である。既決期間Ｂ及び同Ｃについては、その全期間に

ついて、労務不能とされているが、それは身体表現性障害と比べると、

その生命・身体・精神により大きな損傷を与えうる既決傷病Ａを対象

傷病として判断されたものである。また、前記１の(4)のＡ医師の申立

てがあるものの、その間の診療実日数が○日であることからすると、

その間継続して身体表現性障害で労務不能であったと認めることには、

ちゅうちょを感じざるを得ない。当審査会は、たとえ既決期間Ｂ及び

同Ｃの全期間につき傷病手当金を支給するという判断が誤りであった
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としても、当審査会が果たすべき責務が被保険者等の速やかな権利救

済であることからいって、それの取消しを求めるということはするべ

きではないが、しかし、そうであるからといって、既決期間Ｂ及び同

Ｃの期間内に労務が可能な期間があっても、法令の規定を無視して、

新たに当該請求期間につき傷病手当金を支給することまで、認めなけ

ればならないというものではない。 

  (4) 以上のことと、前記第２の６の請求人の申立て内容及び前記１の(6)

で事実認定したことから、請求人に対し、当該請求期間において、本

件請求傷病をその対象傷病とした傷病手当金を支給しないとした原処

分は、結果としては妥当であり、これを取り消すことはできない。 

 以上の理由によって、主文のとおり裁決する。 

 

 

 


